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明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会規約 

 

平成20年3月21日制定 

 

（設置） 

第１条 協議会は、明知鉄道を核とした総合交通体系の構築を目指し、地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第

１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の作成に関する

協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため設置する。 

 

（名称） 

第２条 この協議会は、明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

という。 

 

 （事務所） 

第３条 協議会は、事務所を岐阜県恵那市長島町正家一丁目１番地1、恵那市役所に置く。 

 

 （事業） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと。 

 

（組織） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。 

(1) 公共交通事業者 

(2) 道路管理者 

(3) 公安委員会 

(4) 市民代表 

(5) 関係する経済団体 

(6) 恵那市観光協会 

(7) 明知鉄道連絡協議会 

(8) 恵那市、中津川市 

(9) 学識経験者 

(10) 全各号に揚げる者のほか、会長が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 
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(1) 会 長 １名 

(2) 副会長 １名 

(3) 監 事 ２名 

２ 会長、副会長は、委員の中から選任する。 

３ 監事は、恵那市会計管理者、中津川市会計管理者をもって充てる。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けた

ときはその職務を行う。 

６ 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。 

(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 

 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開く事ができず、その議事において

議決を要する事項については、特別の定めがある場合を除くほか、出席委員（代理人を

含む。以下同じ）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議の資料を公開することにより公正かつ

円滑な議事運営等に支障が生じると会長が判断した場合は、非公開で行うものとする。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

５ 委員は、会議に代理人を出席させることができる。ただし、学識経験者の委員は、こ

の限りでない。 

６ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（協議結果の尊重義務) 

第８条 協議会で協議が整った事項については、協議会の委員は、その協議結果を尊重し

なければならない。 

 

（幹事会） 

第９条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長及び幹事で組織し、会長が指名する者をもって充てる。 

３ 幹事会は、必要に応じ、幹事長が召集し、その議長となる。 

４ 前３項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

 （事業年度） 

第１０条 協議会の事業年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （公印） 
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第１１条 協議会の業務遂行上作成された文書に使用する印章で当該文書が真正な物であ

ることを認証する「明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会会長」名の公印を置くもの

とする。 

 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成２０年３月２１日から施行する。 

２ 協議会の設立初年度の役員の選任については、その任期については、第５条第２項の

規定にかかわらず、平成２２年３月３１日までとする。 

３ 協議会の設立初年度の会計年度については、第１０条の規程にかかわらず、この規約

の施行の日から平成２０年度３月３１日までとする。 

 

附 則（平成２０年５月３０日） 

 この規約は、平成２０年５月３０日から施行する。 

 

附 則（平成２４年６月２９日） 

 この規約は、平成２４年６月２９日から施行する。 

 

附 則（平成２７年１月１５日） 

 この規約は、平成２７年１月１５日から施行する。 

 

   附 則（令和４年１月１９日） 

 この規約は、令和４年１月１９日から施行する。 

 

 


